

別紙１
仕　様　書

１　件名　　　豊浦町体育施設消防設備の修繕

２　修繕概要　　　　落雷により豊浦夢が丘スポーツセンター及び夢ヶ丘公園野球場管理棟の複消防設備（火災受信機等）が故障したため、機器本体・関連部品の交換および調整を行い、消防設備としての機能を正常に回復させ、安全な施設運営を確保することを目的として修繕するもの。

３　履行場所　　　（１）下関市豊浦町大字小串10140番地
下関市豊浦夢が丘スポーツセンター
（２）下関市豊浦町大字小串88番地
　　　夢ヶ丘公園野球場管理棟

４　履行期限　　　令和８年３月３１日(火)

５　修繕内容
（１）下関市豊浦夢が丘スポーツセンター
①　P型1級複合受信機 複合盤40回線 放送連動用　1台
②　雑材／消耗品　1式
③　官庁手続及び検査立会費　1式

（２）夢ヶ丘公園野球場管理棟
①　P型2級受信機　3回線　1台
②　雑材／消耗品　1式
③　官庁手続及び検査立会費　1式

※機器取換作業費（試験調整費含む）及び諸経費を含む。
[bookmark: _GoBack]　※③は消防署への各種届出すべき手続き関係のことを指す。

 ６　使用材料・方法
（１）使用する部品・材料は、既存のものと同等以上の性能を有するものとする。
（２）修繕の際は、安全管理に十分配慮のうえ、他の機器に影響を与えないよう丁寧
に行うこと。
（３）既存の故障または劣化した機器や部品については、対象箇所から適切に撤去し、
撤去物は業者が責任をもって引き取ること。
（４）修繕終了後は、機器が正常に動作することを確認のうえ、依頼者の立ち会いのも
とで検査を実施すること。

※現在既存している火災受信機は、別紙２の写真を参照　

７　届出及び検査対応
　（１）消防署へ消防用設備等の設置届出及び必要な書類作成を行うこと。
　（２）消防署立会検査が必要な場合は、立会対応を行うこと。

８　特記事項
（１）「環境に関する配慮事項」については、別記１「特記仕様書（環境編簡易）」の
　　　　とおりとする。
　（２）「下関市暴力団排除条例による措置」については、別記２「下関市暴力団排除条
　　　　例による措置に係る特記事項」のとおりとする。

９　その他
（１）修繕の実施にあたっては、実施の日時を事前に担当者と調整の上、決定するこ
と。
（２）修繕完了後は遅滞なく、実施前・作業中・実施後の写真を提出し、総合的な報告
を行うこと。
なお、報告書には「落雷で壊れたものを修繕した」とわかる記載を必ず明記すること。
（３）書類の作成に当たっては、記載した文字等を容易に消去することのできる筆記用
具（消せるボールペン等）を使用しないこと。
（４）その他本仕様書について定めのない事項及び疑義が生じたときは、豊浦総合支所
地域政策課の担当者と協議の上、解決すること。



